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平塚市バリアフリー基本構想及び事業計画の変更について 

 

１ 背景・目的 

本市は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフリ

ー法」）及び「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（以下「国の基本方針」）に基づき、

平成２６年３月に「平塚市バリアフリー基本構想」（以下「基本構想」）を策定し、道路管

理者等の関係行政機関、公安委員会、公共交通事業者、及び障がい者の方々が活動する市

民関係団体等から構成される「平塚市バリアフリー推進協議会」を通じて、市内のバリア

フリー化の取組を推進しております。この基本構想では、市内唯一の鉄道駅である平塚駅

を中心とした範囲において、高齢者や障がい者等を含む全ての方々が通常利用する生活関

連施設（官公庁や福祉施設等）と、これらの施設を結ぶ生活関連経路を含めた地区を「重

点整備地区」として設定し、令和２年度（平成３２年度）を目標年次とする道路管理者、

公園管理者、公共交通事業者等の各事業者が取り組むバリアフリー化の事業を位置づけて

おります。 

一方、国においては、平成３０年１２月のユニバーサル社会推進法の施行やオリンピッ

ク・パラリンピック東京大会を契機とした共生社会の実現に向けた機運醸成等を受け、「心

のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化する改正バリアフリー法が令和２年

５月１３日に成立する等、様々な動きがありました。 

このような中、本市においては、今年度が基本構想の最終年次であることから、国のバ

リアフリーの動向（バリアフリー法及び国の基本方針の改正）を注視しながら、基本構想

及び事業計画を変更するものです。 

 

２ 変更の概要 

基本構想及び事業計画の変更の概要は、以下のとおりです。 

① 目標年次の延長 

② 重点整備地区、生活関連施設及び生活関連経路の拡大検討 

併せて、移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の新規追加検討 

③  事業の追加及び目標値の見直し等 

④ その他、必要に応じて事業の見直し 

 

 

 

 

資料２ 

 

「バリアフリー法」及び「国の基本方針」の改正を踏まえ、目標年次の延長及び 

目標値の見直等を行うことにより、「基本構想」及び「事業計画」を変更します。 
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３ 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 検討スケジュール 
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※パブリックコメント等の手続きの実施は、変更の内容に応じて検討します。 

平塚市バリアフリー基本構想（変更） 

意見 
提案 

 市民 
・パブリック 

コメント 

（※） 

 

平塚市バリアフリー推進協議会 
 

 
・公共交通事業者（鉄道、ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ） 
・関係施設管理者（道路、公園） 
・公安委員会 
・その他の事業実施者 

⇒平塚市関係部局：まちづくり政策部等 

・関係団体（高齢者、障がい者等） 

⇒老人クラブ、障がい者団体連合会、 

自治会連絡協議会、民生委員児童 

委員協議会、商工会議所、商店街 

連合会、社会福祉協議会、盲学校等 

・市民 
・平塚市 

庁 議 

案の作成 

 

市議会 
 

 

 

調整 

 

策定会議 
（庁内関係部課長） 

事務局 
 
 

まちづくり政策部 

交通政策課 

 

平塚市バリアフリー基本構想 

 

 
意見 

 

パブコメ等(※) 

手続きの検討 

 

素案(案)意見 

照会・回答 

素案作成 

施策及び事業の調整 

（関係機関・団体・施設） 

関係部局調整 

変更● 

国の動向（法改正等）を注視 

●書面会議 
・変更概要 
の確認 

素案(案)作成 案作成 

〇必要に応じて 
開催 

●会議開催 
・意見聴取 

●会議開催 
・意見聴取 

●会議開催 
・案作成 

●会議開催 
・素案(案)提示 
 

●会議開催 
・変更概要 
の確認 

●会議開催 
・素案作成 

〇素案送付 
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＜国土交通省報道発表資料（令和2年2月4日）>

（※令和2年5月13日に当該法律案が参議院本会議で可決、成立）


